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医療審議会５事業等推進部会（令和 5年 9月 19 日開催）会議録 

 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 浅井課長補佐） 

お待たせいたしました。 

それでは、ただいまから令和 5 年度第 1 回愛知県医療審議会 5 事業等推進部会を

開催いたします。 

私は事務局の保健医療局健康医務課の浅井と申します。よろしくお願いいたしま

す。 

開会にあたり、保健医療局長の吉田から御挨拶を申し上げます。 

 

（愛知県保健医療局 吉田局長） 

愛知県保健医療局長の吉田でございます。 

本日は大変お忙しい中、医療審議会５事業等推進部会に御出席賜りまして本当に

ありがとうございます。 

また、委員の皆様方におかれましては平素より、それぞれの立場から医療の確保、

質の向上におきまして、大変な御尽力をいただいております。この場をお借りしま

して重ねて厚く御礼申し上げる次第でございます。 

また、新型コロナウイルス感染症対策につきましても粉骨砕身していただきまし

て本当にありがとうございます。 

さて、当部会につきましては、愛知県の医療審議会の部会として、大変重要な任

務となっております救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療並び

に在宅医療に関することと医師を除く保健医療従事者の確保といったことに関する

大変重要な協議の場でございます。 

本日の会議でございますが、議題を 3件御用意させていただきました。 

1 点目は本件 2 機目となる待望のドクターヘリの導入についてでございます。こ

れは 2 機目を藤田医科大学に導入するということが柱でございますが、待望の 2 機

目のドクターヘリの導入につきまして、御審議賜りたいと思います。 

2 点目としましては地域医療支援病院の新たな承認について、3点目としまして愛

知県地域保健医療計画の見直しということでございます。 

この 3点目の医療計画の見直しについても、現行計画は今年度までということで、

来年度から 6 年間にわたる愛知県の地域医療の確保医療体制の充実に向けての根幹

を示す計画でございますので、時間の許す限り、活発な御議論をお願いしたいと思

います。 

限られた時間ではございますが、皆様には忌憚ない御意見を賜りますよう、切に

お願い申し上げまして大変簡単ではございますが、開会にあたっての挨拶とさせて

いただきます。 

本日は本当にありがとうございます。 
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（愛知県保健医療局健康医務部医務課 浅井課長補佐） 

続きまして、委員の皆様の御紹介でございますが、本来ならば、お一人お一人御

紹介させていただくべきところですが、時間の都合がございますので、委員名簿に

より紹介に代えさせていただきたいと思います。 

なお、本日御参加の委員のうち、愛知県歯科医師会副会長 池山正仁様、愛知県

町村会東郷町健康福祉部健康保険課担当課長 森本美香様、愛知県市長会会長 小

牧市長 山下史守朗様の 3名の方に、新たに委員にご就任いただいております。 

委員の皆様、よろしくお願いいたします。 

また、本日、御欠席との御連絡をいただいておりますが、愛知県消防長会会長 半

田修広様も新たに委員に御就任いただいております。 

なお、名古屋大学医学部長 木村宏様、愛知県病院協会会長 伊藤伸一様、愛知

県薬剤師会会長 岩月進様、国立長寿医療研究センター病院長 近藤和泉様、愛知

県公立病院会会長 谷口健次様につきましては、御欠席との連絡をいただいており

ます。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 浅井課長補佐） 

続きまして定足数の確認をいたします。 

この部会の委員数は 15 名で定足数は過半数の 8名でございます。 

現在 9 名の方に御参加をいただいておりますので、本日の会議が有効に成立して

いることを報告申し上げます。 

また本日は傍聴の方が 3名いらっしゃいますので、よろしくお願いいたします。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 浅井課長補佐） 

続きまして、本日の資料の確認をお願いいたします。資料はお配りしております

配付資料一覧のとおりです。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 浅井課長補佐） 

今回の会議は、対面オンライン併用での開催となりますので、オンラインで参加

される委員の方につきましては、進行の都合上、恐れ入りますが、御発言される際

は、画面に見えるように挙手をしていただき、御所属とお名前を述べてから御発言

くださるよう、御協力をお願いいたします。 

また、御発言される際を除いては、ミュート状態としていただきますようお願い

いたします。 

それでは以後の進行は、愛知県医師会副会長 加藤雅通部会長にお願いいたしま

す。 

 

（加藤部会長） 
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部会長の加藤でございます。 

重責でありますが、委員の皆様の御協力をいただき、円滑な会議運営に努めてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、まず初めに議事録署名人を決定したいと思います。愛知県医療審議会

運営要領第 4 に基づき、議事録に署名していただく委員を 2 名指名することとなっ

ております。 

本日は笠井委員と山下委員にお願いしたいと思いますが、お二人ともよろしいで

しょうか。 

 

（笠井委員） 

 はい。 

 

（山下委員） 

はい。 

 

（加藤部会長） 

御了解をいただきました。では、よろしくお願いいたします。 

それで議題に入る前に、本日の会議の公開・非公開について事務局から説明をお

願いいたします。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 浅井課長補佐） 

本日の会議の議題につきまして、愛知県医療審議会運営要領第 3 に規定する不開

示情報等がないため、原則どおり公開とさせていただきたいと思います。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

委員の皆様よろしいでしょうか。特に御異議はないと思います。 

それでは本日の会議は公開とさせていただきます。 

それでは議題の審議に移りたいと思います。 

1 つ目であります、本県 2機目となるドクターヘリの導入についてであります。 

では、事務局から御説明をいただきたいと思います。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

 愛知県医務課課長補佐の青井です。私から議題 1、本県 2 機目となるドクターヘ

リの導入について説明いたします。 

資料 1－1をご覧ください。「1 これまでの経緯」でございます。 

救急の現場から治療を開始するとともに、救急搬送時間を短縮するため、平成 14

年 1 月から愛知医科大学においてドクターヘリ事業を実施していただいております。 
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令和 4 年 3 月に藤田医科大学から新たに藤田医大に大型ヘリコプターを導入し、

愛知医大との 2 機運航体制に係る計画が示され、5 回にわたる「愛知県ドクターヘ

リ 2 機目導入に係る実務者会議」や愛知県救急医療協議会において、2 機の運行体

制について意見交換を行いました。 

2 機目の導入の主な目的としまして、「本県の救急医療体制のさらなる強化」、「近

隣県との連携による救急広域救急搬送体制のさらなる強化」、「南海トラフ地震初め、

大規模災害時における災害医療体制の確保」の観点がございます。 

「（1）本県の救急医療体制のさらなる強化」として、これまで出動要請が重なっ

たことなどで応じられなかった事案がありましたが、高度救命救急センター2 病院

にドクターヘリをそれぞれ配置することで、全応需体制を構築し、不応需件数 0 の

実現を目指します。 

要請から平均30分以内に治療を開始することが可能であるため、2機体制により、

救急医療の地域格差を解消し、へき地における救急医療体制の向上を図ります。 

2 機体制により、既存のドクターヘリ潜在需要に対応するとともに、将来見込ま

れる要請増にも対応可能な体制を整備します。 

両病院の機能分化及び連携により、本県の高度救命医療提供体制を強化します。 

愛知医科大学病院は、小型機による救急現場からの搬送を、藤田医科大学病院は

救急現場からの搬送に加え、大型機による医療機器装着患者の病院間搬送、小型機

では応需不能な案件への対応等を行います。 

また、ヘリコプターで専門医を医療機関に派遣する「ドクターデリバリー」の実

施を検討しています。 

「（2）近隣県との連携による広域救急搬送体制のさらなる強化」として、都道府

県単位での配備から生活圏単位での配備へ、住民目線に立った応需体制の構築を図

ります。1 機体制の県で課題となる重複要請における不応需案件の解消に対して相

互協力し、愛知県が補完的機能として、2機目を運用していきます。 

ページ右側へ行きまして、「（3）南海トラフ地震始め大規模災害時における災害医

療体制の確保」として、南海トラフ地震等の大規模災害時において、基幹災害拠点

病院でもある両病院の災害時における高度救命医療が提供できる体制を強化すると

ともに、高度救命医療が必要な患者の搬送する手段を確保します。 

「大規模災害時におけるドクターヘリ広域連携に関する基本協定」に基づく、他

県への出動時においても、県内の搬送体制を維持します。 

「2 2 機の役割分担について」です。 

（1）令和 6 年 2 月から開始予定である試行期間においては、県内を地域分けし、

消防機関は、地域の優先順位に従って出動要請を行うこととします。 

表のとおり、名古屋、海部、知多地域は藤田医大を第 1 順位、愛知医大を第 2 順

位とし、尾張北部・尾張東部・西三河・東三河地域は愛知医大を第 1 順位、藤田医

大を第 2順位とします。 

(2)転院搬送については、搭乗人数や医療機器積載に余力のある藤田医大を第一選
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択とする。（3）他県からの応援要請については、藤田医大を第一選択とする。（4）

試行期間の実績を検証し、本格運用の体制を検討する。検証のための実績が十分に

えられなかった場合は、試行期間の延長を検討するとしております。 

「3 導入機種について」です。 

藤田医大は、企画競争入札を行い、事業実績、運航従事者、業務実施体制、運航

の安全性等を総合的に評価した結果、運航会社を中日本航空株式会社に選定しまし

た。 

しかし、藤田医大がかねてより計画していた愛知医大の現行機種よりも大きいヘ

リコプターの機種である「BK117」について、中日本航空が現時点では所有をしてい

ないことから、藤田医大は中日本航空が当該機体を用意するまで当面約 1 年間は、

代替可能性のある「Bell429」での運行を計画しています。 

資料をおめくりいただきまして、「4 検証体制」につきましては、関係者・有識

者で検証会を組織し、検証方法の検討及び試行機関の実績の検証を行うことを予定

しております。構成員の案として、ドクターヘリを運航する愛知医大、藤田医大に

加え、他の救命救急センター、消防機関、愛知県医師会、愛知県病院協会、近隣県

としております。救命救急センター及び消防機関は、名古屋・尾張・三河など、地

域バランスを考慮して選定いたします。また、近隣県は岐阜県、三重県、静岡県に

広域連携に関する意見を伺うことを想定しております。 

構成員の具体的な調整は、今後行って参りますが、救急医療協議会で審議いただ

いた後、今年度第 2回 5事業等推進部会にお諮りする予定としております。 

「5 実務者会議及び協議会で議論した主な論点とその経過」です。 

（1）2機目導入の是非について、8月 14 日に開催しました令和 5年度第 2回愛知

県救急医療協議会にお諮りしたところ、協議会の意見として、「2 機目導入に賛成」

でありました。 

（2）2機目導入の時期について、同じく救急医療協議会の意見として、「当初予定

していた機種が配備されるまで、当面は Bell429 で運航を開始する」に賛成であり

ました。 

この時の協議会での主な議論、意見を枠内に紹介しております。 

① Bell429 では、搭載できる医療機器に大きな制限があるということであれば、

これまで検討してきたプロセスと異なってくる。藤田医大の説明だと、若干狭いと

いうことだが、県の説明では制限されるということであるが、いかがか。 

藤田医大の回答としまして、「エクモでも、メーカーによってサイズは様々であり、

そういう意味では制限されるという表現になってしまう。ただし、エクモを搭載し

て運航した実績は運航会社である中日本航空としてもあるということで、Bell429

でも問題なく搭載して運航可能である。」 

航空会社の回答としまして、「BK117 には載るが Bell429 には載らないという機械

はあり得る。同じエクモであっても、より小型の機械を選んでいただければありが

たい。エクモ以外の機械を載せたり、もしくはより燃料を積むことができて、運航
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可能距離を増やすこともできる。」 

② ドクターヘリで病院間搬送を行う場合、搬送元の機械をそのままつけていく

場合には、ヘリコプターに載るかどうか、藤田医大に搬送するのであれば藤田医大

の機械に付け替えることができるのかどうかといったこともあらかじめ示していた

だけるとありがたい。 

藤田医大の回答としまして、「搬送先病院ともよく話し合いながら、転院搬送を実

施したい。」 

③ Bell429 の機体内写真を見ると足側が少し窮屈そうに見えるが、医療機器に

不具合が起きた際のメンテナンスは可能なのか。BK117 は余裕がありそうに見える

がどうか。 

藤田医大の回答としまして、「BK117 の方が余裕があり、機内でのメンテナンスは

やりやすい。Bell429 についても、シートを回転させることができ、メンテナンスを

行うことが可能である。」 

資料 1－3に機体内部の写真を載せておりますので、後ほどご覧ください。 

④ メディカルスタッフの訓練については、しっかりと行った上で運航すべきで

ある。 

藤田医大の回答としまして、「ドクターの訓練はすでに 7名が兵庫県の豊岡病院で

実施して、すでに終了した。看護師については、最終的には 8 名訓練する予定をし

ているが、Bell429 で運航している静岡県の聖隷三方原病院において研修を行って

おり 2名が修了した。」、「8月から、順天堂大学静岡病院において、さらに看護師の

訓練を行っており、12 月までには訓練が終わる見込みである。」 

⑤ 愛知県の現場で実際にトレーニングを積んでいただきたい。 

藤田医大の回答としまして、「愛知医科大学病院での実地研修、ＯＪＴの前にある

程度クルーの訓練が必要であるという考えの下、他県の施設でのＯＪＴにより訓練

を積んでいる。」、「愛知県での現場で実際に訓練を積んで、愛知県の特性について改

めて勉強する必要があると考えており、運航開始までには愛知医科大学病院でのＯ

ＪＴにも参加していきたい。」 

 

（加藤部会長） 

 このＯＪＴというものを説明してもらってもいいですか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

実地の研修ということで、仕事をしながら研修をしていくというものでございま

す。 

次に、昨年度の実務者会議におきまして、（3）運航会社について、2機が別々の運

航会社であっても、安全運航上問題ないかという議論がありました。 

有識者からは、「1 箇所で、2 機を同時に管制しなければ、有効活用できないどこ

ろか、これまでになかった新たな危険を生じるため、1 箇所で管制することが必要
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である。」 

運航会社からは、「他社との連携による運航であっても、同じ通信の専門家である

ＣＳ業務担当者であるため必要な情報共有を行い、対応することが可能。運航可否

判断支援ツールや、機体動態管理システムにより、運航各社間でドクターヘリの位

置情報を相互共有することが可能。また、パイロット同士も無線でコミュニケーシ

ョンをとっている」との意見がありました。 

結果として、藤田医大においても、愛知医大と同じ運航会社に委託することとな

ったため、当該問題は解決しております。 

資料をおめくりいただきまして、「（4）広域連携」について、近隣県との広域連携

をどのように進めるかという議論がありました。 

有識者からは、「従来の自県主義にとらわれず、生活圏優先主義の考え方で、広域

連携を進めていくべきである。」、「三重県との連携という観点では、志摩地域が対象

になるが、陸路と愛知県からの空路との比較になり、需要が多くないと思われる。」

との意見がありました。 

今後、県において、岐阜県・三重県との広域連携に向けた協議を進めていくこと

としております。 

「（5） 役割分担」について、2機の役割分担、エリア分けなどをどうするかとい

う議論がありました。 

有識者からは、「オール愛知で医療資源を分配、活用する枠組みが必要である。病

院の利益を考えない第三者的な運営機関が必要であり、県がその役割を果たさなけ

ればならない。」、「最初からエリア分けの議論は違和感がある。まずは 2機で飛んで

みればよい。」、「愛知県の人口規模から考えると、もともと 1機では足りない。さら

なる需要はあるはずであり、2 機目導入に賛成する。」、「ドクターヘリの使命は 1分

1 秒でも早く現場に到着することであるため、エリア分けの方が時間のロスなく出

動できるのではないか。」との意見がありました。 

この件につきましては、先ほど御説明しました「2機の役割分担」のとおり、県が

調整案を提示して両大学の了承を得ております。 

「6 2 機目導入の是非及び導入の時期について」です。 

これまで当部会におきまして、2 機目導入の目的や運航体制に関する検討状況に

ついての説明は行って参りましたが、2 機目が導入されることによって発生する運

航経費やヘリポート等の施設整備に係る公費負担に関する説明及び議論は行われて

いませんでした。また、「3 導入機種について」のとおり、藤田医大が当初計画し

ていた機種は、当面は配備されない状況です。 

そこで、以下の点について改めて当部会の意見をいただきたく存じます。 

（1）2機目導入の是非について、ヘリコプター機種の比較や年間の運航経費、ヘ

リポート周辺施設の整備といった公費負担について説明をいたしますので、その上

で本県 2機目となるドクターヘリを導入すべきか、御意見をお願いします。 

（2）2機目導入の時期について、当初計画していたヘリコプターの機種は当面配
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備できないことから、2 機目を導入することとした場合における導入の時期につい

て、御意見を伺います。 

資料おめくりいただきまして、「7 機種の比較について」説明いたします。3種類

のヘリコプターの比較をしています。左から EC135、これは愛知医大が現在運航し

ている機種です。Bell429は藤田医大が当面1年程度運用を計画している機種です。 

BK117 は、藤田医大が当初計画していた機種で、中日本航空が運行できるようにな

り次第、使用する計画としているものです。 

なお、これまでの資料において、藤田医大が導入する機種を「大型機」と表現し

ておりましたが、愛知医大の現行機種と比較して大きい、或いはドクターヘリとし

て運用されている機種の中では大きい部類に当たるという意味合いであり、すべて

のヘリコプターの機種からすると、大型というわけではございません。説明が不十

分であったことをお詫びいたします。 

まず、全長・全高の欄のとおり、EC は全長 12.16 メートル、全高 3.51 メートル、

Bell は全長 13.11 メートル、全高 4.04 メートル、BK は全長 13.54 メートル、全高

は 4.00 メートルとなっています。 

以下、Bell と BK の比較を紹介します。 

耐空類別は航空法に基づく基準で、Bell は N 類、BK は T 類に分類されます。 

最大離陸重量は、Bell が 3,402ｋｇ、本来、N類は 3,175ｋｇまでとなっています

が、ドクターヘリの運航については、3,410ｋｇまで認められています。BK は 3,800

ｋｇです。 

有効積載量が、Bell が 1,037ｋｇ、BK が 1,340ｋｇです。 

搭載医療機器の欄に記載の人工呼吸器等は、ドクターヘリの標準装備で、どんな

機種であっても搭載されます。 

追加で搭載可能な医療機器として、Bell、BK いずれも補助循環装置などが想定さ

れます。 

搭乗者数では、Bell は通常 6名、機内レイアウトの変更により 7名の登場も可能

です。BK は通常 7 名です。 

運航可能距離は、Bell が 761ｋｍ、BK が 722ｋｍです。 

キャビン容量は Bell が 5.78 立方メートル、BK が 6.00 立方メートルです。 

続いて資料 1－2をご覧ください。各ヘリコプターの機械寸法図です。左に Bell、

右に BK を掲載しています。先ほどの表の補足として、ご確認ください。次のページ

には、EC を掲載しています。 

資料 1－3を御覧ください。各ヘリコプターの機体内の写真です。順に Bell、BK、

EC の写真を掲載しています。なお、写真はイメージでありレイアウトなどは必ずし

もこのとおりではありませんので、御留意ください。 

資料 1－1にお戻りいただき、「8 運行経費等に係る補助制度について」です。 

（1）運航経費に係る補助制度については、厚生労働省「医療提供体制推進事業費

補助金」補助基準に基づきますと、表のとおり、ドクターヘリ運航委託費、年間飛
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行時間が 200 時間未満の場合で、264,937 千円など、基準額の合計が 289,424 千円。

補助率は 10 分の 10 で、国と県が 2 分の 1 ずつ負担します。1 年間の運航経費に対

する補助額は 289,424 千円という算定で、年度ごとに発生する公費負担です。 

（2）ヘリポート周辺施設整備に係る補助制度について、厚生労働省「医療提供体

制施設整備交付金」補助基準に基づきますと、ヘリポート整備の基準額が 158,516

千円、補助率が 0.33、補助額は全額国費して、52,838 千円。格納庫の基準額が、

188,052 千円、給油施設の基準額が 118,428 千円、補助率が 0.33、補助額は全額国

費でそれぞれ 62,057 千円と 39,081 千円という算定です。 

施設整備については、整備年度に限り補助対象となります。 

なお、いずれも制度上の基準額や補助率に基づく数字であり、実際の補助が決ま

っているものではありません。 

前のページにお戻りください。6 の（1）2 機目導入の是非について、ただいまヘ

リコプター機種の比較や公費負担について御説明いたしました。 

次に（2）2機目導入の時期について、2つの案がございます。 

ページ右側の案の 1は、当初予定していた機種が配備されるまで、当面は Bell429

によって運航を開始するというものです。 

この案のメリットは、 

いち早く 2 機目のドクターヘリが導入されることにより、1 機目の不応需を 2 機

目が対応することで、県民に対して大きな安心を提供できると同時に、救命患者の

救命率のさらなる向上を図ることができる。 

1 機体制の隣接県である岐阜県、三重県の飛行可能範囲も応需することで広域的

な救急医療体制を構築することができる。 

デメリットは、 

当初配備することを計画していた「BK117」と比較すると、搭載できる医療機器が

制限される。 

当初予定していた機種とは別の機種により運航を開始することにより、最終的に

導入する予定である、「BK117」の運航実績は積むことができない。 

当初の予定でない機種であっても同様に運航経費は発生し、補助金の対象となる。 

案の 2 は、当初予定していた機種が配備されるまで 1 年間程度 2 機目の運航は延

期するというものです。 

メリットは、 

確実に「BK17」の運航実績を積むことができる。 

1 年間分の運航経費に対する公費負担は発生しない。 

「Bell429」よりも大きいので、大きさを生かしてできることの範囲は当初から最

大限となる。 

デメリットは、 

1 機目の不応需案件の解消や広域的な救急医療体制の構築は先延ばしとなる。 

人工心肺装着者等の搬送は先延ばしとなる。 
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両案は比較の上、御議論をお願いいたします。 

議題（1）本県 2機目となるドクターヘリの導入についての説明は以上です。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

非常に膨大な内容の説明を聞いたところで、今日初めて本部会の委員として新任

でこられた委員が 3 名いらっしゃるということで、いきなりボリュームのある話を

聞いて、しかも大体聞いておわかりになると思いますが、年間 3 億近いお金が出て

いく大きな事業であり、初年度に至っては 1 億近いお金が出るということになるも

のであり、それをここで決めるということで非常に責任の重いことであります。 

大体ご説明を聞いていただいて分かると思いますが、資料 1－1 の経緯 1 の（1）

のところのいわゆる不応需事例、要するにドクターヘリを求めているのだけども、

それに応えられなかったという事例が、2022 年だと 49 件、2021 年だと 53 件あった

ということで、もうちょっとドクターヘリがあったら、そういう方々をもっと救命

できたのではないかという議論が出るわけであります。 

そういったこともありますし、愛知県の広さからいくと 2 機ぐらいあってもいい

じゃないかという議論もあります。隣の静岡県ではすでに 2 機動いています。静岡

の場合細長い県ということもあるので、そういう必要性があるのかもしれませんけ

ども、全国的にも 2 機持っているところはあるものですから、そういったことから

いくと、愛知県というのは、三河の奥の方に山間部もあったりして、交通の便が悪

いところもあったりするので、2 機目というのは必要性があるんじゃないかという

議論が出たところで、前回のこの推進部会ではこの 2 機目導入の是非について検討

を始めていいという議論が出ました。 

それを受けて事務局が、今日の資料を作成したという経緯になります。 

その中で、事務局の説明で、大型のヘリを 2 機目で入れるということがありまし

た。 

自分も大型ヘリというと、自衛隊の災害の時に出てくるような大きなヘリがくる

のかなというような感覚を持っていたんですけども、実際にはいろいろなところに

ヘリポートはあるので、そこに降りられるようなヘリコプターとなると、やはりテ

レビで出てくる自衛隊の大きなヘリコプターは降りられないわけです。 

そういうとこに降りられるような大型ヘリコプターというと、この写真がついて

いる Bell429 と BK117 の 2 機のヘリコプターになるということで、これを一応大型

のヘリと称して議論を進めてきたという経緯だということを今事務局が説明したと

ころです。 

時期をいつにするのかというのは次の議題として上げたいのですが、まずは委員

の皆さま方に、2 機目を入れて良いかどうかについて御意見をいただきたい。 

その時に参考になるのが、この前に先立って行われた救急医療協議会になります。

救急に携わる、まさに現場にいる当事者の委員の方々から、いろんな意見を聞く場
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があるわけですけども、そこでの意見は資料 1－1 の 5 のところの実務者会議及び

協議会で議論した主な論点と経過にあります。 

2 機目導入の是非については、出席者全員の賛成があり、反対はなかった。それか

ら 2 機目導入の時期についても、Bell429 というものを暫定的に入れるということ

でよろしいという意見が出たという経緯があります。 

そういったことを含めて、非常に重要な案件ですので、ぜひ、委員の皆さんお一

人お一人に、2 機目導入についていいかどうかに関して、まず御意見をいただきた

いと思います。 

笠井委員と岩田委員に関しては関係者ですので、1 番最後に御意見を伺うという

ことにして、いきなり今回就任された池山委員から御意見いただくのはちょっと責

任が重いように思いますが、2 機目導入の是非について、どのようにお考えになる

かと御意見をいただきたいと思います。 

 

（池山委員） 

先ほど加藤部会長からお話をいただきましたとおり、重複事例がかなりあるとい

うことで、やはり県民の医療を守るという観点からも必要性は高いというふうに考

えております。 

この第 2 回の愛知県の救急医療協議会の 1 点目と 2 点目のところの導入の是非の

ところで、賛成ということが出ておりますので、やはりその流れでよろしいのでは

ないかなと思います。 

あとの案の 1、案の 2 に関しては、皆様の意見を頂戴しながら勉強させていただ

きたいと思います。 

以上でございます。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

1 つ言い忘れたことがありまして、この入れる目的の 1つの重要なことで、1ペー

ジ目の（1）の本県の救急医療体制のさらなる強化というところで、ドクターデリバ

リーを事務局が説明したと思うのですが、ドクターデリバリーを今日の委員の先生

方が聞いて、何をデリバリーするのかを分からないかもしれないので、事務局から

補足説明していただいていいですか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

ドクターデリバリーと申しますのは、専門の医師を患者のいる病院に運ぶという

ものでございます。 

ヘリコプターの搬送と言いますと、患者搬送というものが主になってきますけれ

ど、ドクターデリバリーに関しては、ドクターの方を患者のいる病院へ運ぶという

事業となります。 
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（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

つまり、今のある小型機では定員の問題があって、それができないのですが、今

回導入するいわゆる大型のヘリコプターになると定員に余力があるからそういうこ

とができるということです。そのメリットは、専門のドクター、救命救急に関する

専門ドクターを現場に連れていくといったことまでできるようになるわけでありま

す。それが目的の 1つに挙がっているということです。 

では、山田委員、導入の是非に関して御意見をいただければと思います。 

 

（山田委員） 

お世話になっております。県地婦連の会長の山田と申します。 

私も長年事業に携わらせていただいておりますが、2 機目導入ということを前回

の時に私も賛成して、2 機目導入を現実なものにしたらいいというふうに私は意見

を申し上げました。 

結局、1 人でも多くの救える命があれば、早く導入して、大型機の導入が遅れるよ

うであれば、その間は小型機で対応していただいて、将来的に大型機にするという

方向でいけばどうかなと思います。 

1 年間で 50 人近くの人が、対応されてないということは、大きな問題ではないか

なと思います。以上です。 

 

（加藤部会長） 

導入に賛成という御意見ですね。ありがとうございます。 

次に森本委員、お願いします。 

 

（森本委員） 

町村会の代表として参りました、東郷町役場の健康保険課の森本と申します。よ

ろしくお願いします。 

大変重要な案件だということを 1 番初めにこの議題が送られてきた時には思った

んですけれども、この全応需体制を取りたいというところで、もちろんこの導入に

関してはありがたいと思っています。 

私たちは医療を受ける側ですので大変ありがたいということで賛成をさせていた

だきたいと思うのですが、基本的なところで分からないところがあり、22 年は 49 件

と 21 年は 53 件対応できなかったというところなのですが、全体の数を教えていた

だけたらなということが 1 点と、あとやはりドクターヘリが 2 機になると、ヘリポ

ートが増えたほうがいいのかということです。どうしても今までヘリが 1 機だった

ところに幾つかヘリポートが作られてると思うのですが、2 機になると、やはりヘ

リポートも増やしたほうがいいのかどうかという議論はあったのか、そのあたりを
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少し教えていただきたいと思います。 

 

（加藤部会長） 

では、事務局。まず母数をお願いします。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

昨年度 340 件の出動件数がございました。 

 

（加藤部会長） 

これは 340 件というのが、救急要請のあった件数ではなくて全部、ヘリの出動要

請の数ということでしょうか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

511 件の要請件数がありまして、そのうちの 49 件が不応需になったというもので

ございます。 

 

（加藤部会長） 

ただその不応需だった割合が高いというわけではないのですが、やはりここは人

の命の関わる問題であって、これはもう限りなくゼロに近い方がいいんじゃないか

というのは、これはおそらく県民の誰もが思うことだと思います。問題はそれにか

かる費用として年間 3 億近い運営費がかかってくるということになるわけで、そう

いったことを総合的に委員の皆さんに判断をしていただきたいということでありま

す。 

森本委員、導入の是非についてどうでしょうか。 

 

（森本委員） 

もちろん賛成です。 

 

（加藤部会長） 

あともう 1 点のこのヘリポートを増やすかどうかというのは、事務局でそういう

話が出たのでしょうか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

ヘリポートというのは緊急時に降りられる場所という意味合いでしょうか。 

こちらで現在特段増やすという方向ではないですけれども、県内の降りられる場

所というのは航空会社の方で選定されておりまして、現行でも愛知医大のヘリコプ

ターが降りる場所がございますので、そこには同様に、ほぼ降りられるのではない

かと考えております。 
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（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

では、ウェブで参加いただいている三浦委員、御意見いただけますでしょうか。 

 

（三浦委員） 

前回の救急医療体制のところでお話させていただきまして、確認を取らせていた

だいておりますので、強化という意味においては賛成させていただきます。 

以上です。 

 

（加藤部会長） 

分かりました。ありがとうございました。 

続いて髙橋委員、導入の是非について御意見いただけますでしょうか。 

 

（髙橋委員） 

はい。私も、不応需件数を 0 ということを実現するためには、やはり 2 機目は導

入する必要があるかと思いますので賛成です。 

1 つ質問ですけれども、不応需の件数が 2020 年は 49 件で、21 年は 53 件ありまし

た。これはすべて医療機器を装着している事例だったために、不応需だったという

理由なのでしょうか。 

 

（加藤部会長） 

事務局どうですか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

これは今までの愛知医科大学のヘリコプターによる不応需ということで、医療機

器の装着ということではありません。 

既に飛んでいる状態であり、さらにそこに重なった要請に対して応じられなかっ

たということが主な原因でございます。 

 

（髙橋委員） 

ありがとうございます。 

 

（加藤部会長） 

髙橋委員も導入に関しては賛成ということでよろしいでしょうか。 

 

（髙橋委員） 

賛成です。 
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（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

山下委員は今、席を外されていらっしゃるようですので、続いてウェブで参加さ

れている岩田委員、いかがでしょうか。 

御意見をいただけますでしょうか。 

 

（岩田委員） 

私は当事者ですので、賛成以外ないですが、これから御意見伺いまして是非とも

お役に立てればと思います。 

今回最初 BK117 が 1 年遅れになるのですが、中日本さんがもうすでに Bell のも

のを持って運航されているので、滑り出しについては大きな問題ないだろうと思う。 

また、救急の先生たちと話すと、BK117 は、中がかなり自由度を持ってレイアウ

トを作れるところがいいと伺っております。広さ的にはそんなに大きな差はないん

ですけども。 

なので、とりあえずの運用については問題ないのではないかということを言って

おりました。 

それから、愛知医大さんの機体ではできなかった、大型の機器或いは周産期です

ね。 

乳幼児等の運搬等々については、今回需要が広がるかなということと、運航距離

も延び、乗れる人間も増えますので、医師を運ぶことも可能です。また、県外への

運用等を踏まえて考えれば、千葉県が多分愛知県より人口が少なくて、愛知県も千

葉県並みとは言いませんが三河の方はなかなかアクセスが悪いわけです。 

そのように考えれば、今愛知医大さんが 400 件ほど飛ばしていますが、千葉県の

倍ぐらいの運用を早期に実現して、しっかり期待にこたえたいと思っております。 

私の方からは、以上でございます。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

笠井委員、御意見をいただけますか。 

 

（笠井委員） 

先ほど不応需の内容についての質問がありましたけども、私たちの感覚では、実

際 49 件 53 件ございますけども、すでに飛んでいる場合、また、台風が来ていたら

対応できません。 

それから、地域の現場から、要請したが既に近くの病院に運ばれたからもういい

ですというのは結構あって、実際に昨年度も愛知県公立病院会の谷口先生から、や

はりそういった地域の力も活用しなきゃいけないという御指摘があったところだと
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思います。 

その中で、今後こういう形で不応需が推移するかどうかわかりませんが、皆様お

っしゃいますようにやはり 1 人でも多くの命が救われる可能性があるということは

非常に大事なことでございますので、愛知医大としても 2 機体制は賛成でございま

す。 

これは昨年度の 5 事業等推進部会においても同じく賛成させていただいておりま

す。 

やはり藤田医大さんの御慧眼に非常に敬意を表したいというところでございます

けども 1つは、1件でもそういった不応需に対応するという意気込みです。 

それから、ドクターデリバリーやエクモといったものを乗せた形での新たな救急

体制のスタイルを作るというそういった医師、それから広域医療体制としての震災

対応ということで、大型機ならではというところに藤田医大さんが目をつけていた

だいて、今回このような準備を進めていただいているというところに非常に敬意を

表するところでありまして、愛知医大としても 2 機体制ということに関して賛成す

るということでございます。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

今、お話を全員に伺ったところでは、皆さん全員、2機目導入には賛成というよう

に理解をいたしました。 

今、山下委員が席を離れられていますけれども、私も含め全員が 2 機目導入賛成

ということで 2 機目導入をここで決定するということにしました。 

 

（加藤部会長） 

2 機目導入がよいとなったら、次は 2 機目の導入をいつにするかという問題が出

ております。 

事務局から説明がありましたが、ヘリコプターの 2 機目導入については 2 種類予

定されています。資料の 1－2 に Bell429 と BK117 の写真が載っていて、これ見たら

分かりやすいと思います。 

いわゆるこれが当初大型のヘリとして予定されていたものであって、資料 1－2の

次のページ載っている EC が今愛知医大さんが使っているヘリです。この写真の縮尺

を見ると、EC の方が大きく見えるかもしれませんが、拡大率の違いであって、実際

は Bell429 と BK117 の方が大きいです。 

その前の、ページの「7 機種の比較について」というところ一覧表が載っていま

すが、乗れる人間の数がやはり Bell、BK の方は少し多いです。 

そのため、ドクターデリバリーが可能だと、こういう理屈です。 

それから、人工呼吸器やコロナで話題になったエクモといった医療機器も一緒に、

載せて運ぶことができるというのが、今回の新たなヘリコプターの導入の 1 番のメ
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リットということになるわけですね。 

しかし、もともと予定ではこの BK117 という大きい方を入れようと思っていたの

ですが、航空会社の方の都合で入れられない。そこで、それまでの暫定的にこの

Bell429 を使って、2機目導入体制をやれないかという案が 1つ。 

もう 1 つは、予定とおり BK117 という当初の大きい方のヘリコプターを入れるま

で、スタートは遅らせた方がいいじゃないかという案。 

この 2つの案があるわけです。 

それぞれのメリット・デメリットに関しては、この資料 1－1の 6の 2機目という

のを是非及び導入の時期についてのところに案の 1、案の 2 という説明がありまし

て、そこに書いてあります。それをよくお読みください。 

もう 1つ、導入の時期に関しては先ほどあった「5 実務者会議及び協議会で議論

した主な論点とその経緯」の中で、（2）2機目導入の時期については、救急医療協議

会の中で、暫定的な機種でよいので、早めに始めましょうという意見の方が、大多

数であり、反対の人が 1 人いただけで、それ以外の方は皆さん賛成であったという

ことです。これは現場にいる委員の人たちの意見ということで、我々としても非常

に重んずるべきことかなと思いますが、そういったことも踏まえた上で、ここにい

る委員の皆様方の導入の時期について、「案の 1 当初予定していた機種が配備され

るまで、当面は Bell429 によって運営を開始する」のか「案の 2 当初予定してい

た機種が配備されるまで、1年程度、2機目の運行延期する」とした方が良いのか御

意見をいただきたいです。 

3 億円近いお金がかかりますから、当然予定どおりきちっとやるべきだと、こう

いう意見もごもっともだろうと思いますし、それよりも少しでも不応需の件数を減

らせればいいんじゃないかという御意見も、また一方で正しいと思いますので、こ

れについて先ほどと同じように、池山委員から案の 1 か案の 2 のどちらに賛成か御

意見をいただきたいと思います。 

 

（池山委員） 

先ほどお話させていただいたように、第 2 回の愛知県の救急医療協議会のところ

で、特に現場の皆様の声も反映した意見で、賛成であったということで、案 1 の方

で、私はいいのではないかなと思っております。 

それから不応需のところもありますけれども、1 年間先に運航することによって

今まだ検討課題かもしれませんが、先ほどお話が出ておりましたドクターデリバリ

ーの件に関しても、1 年早まるのではないかなというところに期待したいと思いま

す。 

以上でございます。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。 
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では続いて山田委員お願いいたします。 

 

（山田委員） 

私も当初の期日を伸ばすのは反対でございます。 

3 億円は少なくないお金でございますけれども、やはり人の命はお金では買えな

いので、そこへ費やしていただければありがたいかなと思います。 

 

（加藤部会長） 

案の 1に賛成ということですね。ありがとうございます。 

森本委員お願いできますか。 

 

（森本委員） 

私も今回初めてですけれども、やはり少しでも多くの方の命を救うということで、

もう前回までに現場の方で、議論が大分できているというお話もありますし、そこ

に関してはやはり現場の方の意見が 1 番かなと思いますので、案の 1 で賛成したい

と思います。 

 

（加藤部会長） 

わかりました。ありがとうございます。 

あとはウェブでご参加いただいている委員の皆様についても、同じように三浦委

員から案の 1 なのか 2 なのか、どちらに賛成か、また質問などありましたら御意見

いただければと思います。 

 

（三浦委員） 

確認ですが、当初予定の機種の導入は 1年後ですよね。 

 

（加藤部会長） 

当初予定の機種というのは、大型の方の BK117 ですね。 

 

（三浦委員） 

はい。 

 

（加藤部会長） 

1 年後ですね。事務局としてはもっとかかる予定なのか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

約 1年後になります。 
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（三浦委員） 

今回は少し小さい Bell429 を導入するということですが、これはリースになるの

ですか。買い取るのですか。 

 

（加藤部会長） 

その話はどうなっていますか。リースなのでしょうか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

こちらは運航委託ということで、藤田医科大学さんが買い取るわけではなくて、

中日本航空が持っている機械を運航していただくという形です。 

 

（三浦委員） 

そうすると、全部そういう形で運航するということなのですね。 

 

（加藤部会長） 

そうですね。藤田医大さんが中日本航空に、委託する形で運用していくというこ

とになります。 

そして、それにかかる費用は年間 3億円ということです。 

 

（三浦委員） 

わかりました。機種を買うということだと大変なことだなと思いまして。 

 

（加藤部会長） 

買うのではないと思います。 

 

（三浦委員） 

分かりました。 

そういうことであればやはり私も、仕方ないだろうなと思いますので、案の 1 で

いいと思います。 

ただ、最近、県といろいろ交渉するなかで、なかなかお金に対しての交渉は厳し

かったので、人の命だということであればいいかと思いますが、何とか頑張ってい

ただければと思います。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

非常に貴重な意見いただきましてありがとうございます。 

三浦委員も案の 1で御了解をいただいたと理解をしました。 

では、髙橋委員、いかがでしょうか。 
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（髙橋委員） 

はい、私も案の 1 で結構だと思います。やはり不応需件数を少しでも減らすとい

うのが大事だと思いますので、案の 1でお願いいたします。 

 

（加藤部会長） 

どうぞ御質問などもいいですか。 

 

（髙橋委員） 

先ほどの不応需の理由がですね、それほど医療機器装着の患者に偏っているわけ

ではないようですので、この Bell429 を導入してもさほど問題はないのではないか

と思いますので、案の 1でお願いします。 

 

（加藤部会長） 

分かりました。 

では岩田委員。御意見いただけますか。 

 

（岩田委員） 

もともと実は 10 月から運用を始めるべく、医師、看護師を様々な施設に派遣し

て、もうすでにトレーニング済みでございますので、明日からでもスタッフとして

開始できるような状況になっております。 

機種についてはこの BK が最初からあるとよかったのですが、様々な事情で 1 年

ほど遅れそうですが、中の大きさ的に少し狭いぐらいの Bell でも十分運用は可能だ

というふうに考えておりますので、是非なるべく早く運用を開始させていただけれ

ばなと思っております。 

私からは以上です。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。案の 1ということで理解しました。 

では、笠井委員、最後に御意見をお願いします。 

 

（笠井委員） 

私も半ば当事者でございますので、その 3 億円近いお金が、皆様のご了解いただ

ければ、案の 1 で賛成でございます。ただ、これまでの救急医療協議会の方にも御

指摘もありましたように、やはり安全運行というのが第 1でございます。もちろん、

飛行機事故があってはいけませんし、実際に飛んだ後、患者さんの対応とか何かが

不十分な形で結果的に救急車での搬送の方が救命率が上がるということになると、

本末転倒でございますので、やはりクルーのきちんとした教育が重要だろうと思い
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ます。その観点で、現在の藤田さんが兵庫県の豊岡病院、静岡県の聖隷三方原病院、

それから順天堂大学病院という愛知県以外でＯＪＴを積んでいらっしゃるというこ

とですが、先ほど森本委員からもありましたように、やっぱりヘリポートの着陸場

所だとかそういったことがあり、例えば高速道路だとかあぜ道だとか小学校だとか、

そういう愛知県ならではの着陸ポイントがありますので、ぜひ愛知医大病院に来て

いただいてＯＪＴを積んできちんとした形での安全安心な運航がスタートできると

いう形を御配慮いただけたらなと思っているところです。 

あとはやっぱり最初の藤田さんのこの大型機を導入することによって新たな需要

拡大というか、新たな切り口での救急医療の強化、例えばドクターデリバリー、妊

婦搬送、病院間搬送それからエクモなどをつけた形での搬送などといった新たな救

急医療体制の強化という切り口が非常に大事になってきますので、1年間 Bell でと

いうことでございますけども、ぜひ BK を早期に導入していただいて、その上できち

んと新しい愛知県ならではの 2 機体制というものを確立するよう御尽力いただけた

らなと思っているところでございます。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

これで、委員の皆さんの御意見、案の 1 で御了解をいただいたものという理解を

しましたが、御異議はありませんか。 

 

（加藤部会長） 

では、この部会としましては、2 機目の導入の時期は、案の 1 に従って早く導入

をするということで決定をいたしました。 

それに付随しまして、今ちょうど笠井委員からありました「5 実務者会議及び協

議会で議論した主な論点とその経過」この囲みの中の意見は、非常に重要なことが

書いてあると思います。 

今、笠井委員がおっしゃったのもこの 5 の⑤委員、というところで、愛知県の現

場で実際トレーニングを積んでいただきたいという意見があったという記録が残っ

ていて、さっき私が質問しましたこのＯＪＴ、仕事をしながらトレーニングをして

いただくというもので、要するに現場でのトレーニングを積んだ上でやっていただ

かないとヘリ同士がぶつかるなんてことはないと思いますが、そういうことがあっ

てはならないと思いますので、是非県民の命を守るという点からも、藤田医大さん

には御留意をいただいて、やっていただきたいということはこの部会からも申し上

げておきたいと思います。 

あと皆さん他に、今決定したこの 2点について補足事項等はないでしょうか。 

 

（加藤部会長） 

では、そのあとで 1つ重要なのが「4 検証体制」についてです。 
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検証体制というのは、2 機目を導入した意義があったかどうかや運航がどうなっ

ているかということを検証していかなければいけないというものです。 

県民の血税を使っているわけですから、やりっ放しではいけないので、そういう

意味でこの検証体制が非常に重要だろうと思っています。 

構成員（案）とありますので、こういったメンバーで行うということで、先ほど

事務局からも説明がありましたが、当事者である藤田医大さん、そして現在運航し

ている愛知医大さん、それからその他の病院で救命救急センターを想定とあります

がこれは名古屋、三河、尾張の救命センターの当事者に出ていただくという理解で

いいですか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

その地域のバランスを考えていきたいと思っております。 

 

（加藤部会長） 

消防機関というのも、それぞれ 3 地域の消防の、ヘリを依頼する側に出ていただ

くということで、愛知県医師会からは当然救急担当のものが出ています。 

それから、一般社団法人愛知県病院協会というのは、病院協会の関連する職種の

人に出ていただくということ。さらに、この近隣県というのが、先ほどの説明の中

では、岐阜県と三重県と静岡県を想定しているというように聞きましたが、それで

間違いはないですね。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

はい。 

 

（加藤部会長） 

試行期間というものの中で、検証していくと思うのですが、この試行期間という

のは大体どれぐらいの想定をしていますか。この資料 1－1 の「2 2 機の役割分担

について」というところで「（4）試行期間の実績を検証し」というくだりの部分の

ところで、どういうような期間を想定しているかここで明らかにしてもらえますか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

現在 1年間程度を予定しております。 

 

（加藤部会長） 

1 年間ぐらいを試行期間として予定して、その中でこの検証体制のこの構成委員

の方たちによって、当初の目標、つまり本県の救急体制のさらなる強化、近隣県と

の連携による広域救急搬送体制の更なる強化、それから、南海トラフ地震をはじめ、

大規模災害時における救急医療体制の確保、この 3 点の目的が達成されてるかどう
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かを検証していただくということになるという理解をしております。 

事務局、委員の先生方、よろしいですか。 

 

（笠井委員） 

今回の 2 機体制ということで、皆様にお認めいただきまして、感謝申し上げると

ころでございます。 

質問ですが、1 年間の試行期間とありましたが、スタートはいつからと判断すれ

ばいいのでしょうか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

まだ決定事項ではありませんが、今年度中に運航開始していただきたいと思って

おります。 

 

（笠井委員） 

先ほどの救急医療協議会の方にも、5の⑤のところのオン・ザ・ジョブトレーニン

グで、安全確保のためのトレーニングを愛知県で積んで欲しいということがあり、

藤田医大さんの方も運行開始までには愛知大病院でのＯＪＴにも参加していきたい

ということがあるので、愛知医大の当事者の救急の方にもその対応等を求める必要

がある。その辺の調整をまた県の方でしていただけますでしょうか。 

 

（加藤部会長） 

岩田委員、いつごろスタートできそうですか。 

 

（岩田委員） 

こちらの救急の岩田充永教授に電話で確認しましたが、もうすでに愛知医大さん

とは協議を進めていて日程調整にも入っている段階だという報告を受けましたので、

多分運航前にはＯＪＴが行われるように準備をしていると理解しております。 

 

（加藤部会長） 

分かりました。ありがとうございます。 

一刻も早く始められると、県民のためになるかなと思っております。 

それではドクターヘリに関する話については、大体これでよろしいかと思います。 

 

（加藤部会長） 

それでは、次の議題は地域医療支援病院の名称承認についてです。事務局から説

明をお願いします。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 関谷課長補佐） 
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保健医療局健康医務部医務課の関谷と申します。 

私からは議題 2 地域医療支援病院の名称承認についてご説明させていただきま

す。 

時間の都合もあり、資料すべてをご説明することはできませんので、まず資料 2

－2 を用いまして地域医療支援病院の概要について御説明させていただきまして、

次に資料 2－1 に御審議いただきたい内容をまとめてございますので、そちらを説明

させていただきます。失礼ながら資料 2－3、地域医療支援病院の承認要件、資料 2

－4 は、本日御審議いただく医療法人徳洲会から提出された申請書の概要書でござ

いますが、こちらの方は説明を省略させていただきます、ご了承ください。 

それでは、資料 2－2 をご覧ください。 

地域医療支援病院は、かかりつけ医を支援し、地域医療の充実を図ることを目的

とした制度でございます。 

主な機能は、2 主な機能に記載のとおり、紹介患者に対する医療の提供、医療機

器の共同利用の実施、救急医療の提供、地域の医療従事者に対する研修の実施でご

ざいます。 

医療法第 4 条により、都道府県知事があらかじめ医療審議会の意見を聞いた上で

承認することになっておりますことから、本日議題とさせていただいております。 

承認要件は 3 に記載のとおりです。開設主体は原則として国都道府県市町村医療

法人等、紹介患者中心の医療を提供していること。救急医療を提供する能力を有す

ること。建物設備機器等を地域の医師等が利用できる体制を確保していること。地

域医療従事者に対する研修を行っていること。原則として 200 床以上の病院及び地

域医療病院として、ふさわしい施設を有すること等でございます。 

承認要件の詳細は資料 2－3 にございますので、御参考にしていただければと思い

ます。 

続きまして資料2－2の右側4 本県における地域医療支援病院の取り扱い方針で

ございますが、三つ目 3 に記載のとおり、地域医療支援病院は圏域保健医療福祉推

進会議において関係者の意見を伺うこととしておりまして、今回尾張北部圏域保健

医療福祉推進会議において、御承認をいただいているため本日議題に挙げさせてい

ただいております。 

また、地域医療支援病院は現在県内 29 病院ございまして、詳細は参考資料 1及び

2 として添付させていただいておりますので、御参考にしていただければと存じま

す。なお、本日御審議いただく案件が承認されますと、尾張北部医療圏医療圏 4 つ

めの地域医療支援病院となります。 

それでは、今回新たに地域医療支援病院の名称承認の申請をされた案件について

説明させていただきます。 

資料戻りまして、資料 2－1 をご覧ください。 

申請された医療機関の名称は名古屋徳洲会総合病院、開設者は医療法人徳洲会理

事長東上震一、所在地は春日井市高蔵寺町北 2丁目 52 番地でございます。事業計画
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書が令和 5 年 5 月 30 日に提出されまして、医務課及び春日井保健所にて書類審査

及び現地調査を 7 月 27 日に実施しまして、一部を除いて承認要件に合致している

ことは確認済みでございます。また、8月 30 日に開催されました尾張北部圏域保健

医療福祉推進会議において御承認をいただきまして、8月 31 日に承認申請書が提出

されております。 

本日御審議いただきたい事項は、承認要件に合致していない事項でございます。 

承認要件のうち、紹介患者に対し医療を提供する体制が整備されていることについ

て、一部要件に合致しておらず、例外的に認めてよいかどうか御審議いただきたい

と思います。 

これはいわゆる紹介率、逆紹介率でございまして、要件としましては、（1）承認

要件をご覧ください。①紹介率が 80％以上であること、②紹介率が 65％以上であり

かつ逆紹介率が 40％以上であること。③紹介率が 50％以上でありかつ逆紹介率が

70％以上であること。このいずれかを満たす必要があります。また、率の計算にお

いては、申請を行う年度の前年度の数を使用するように定められておりますので、

今回は令和 4 年度の率ということになります。次に、（2）名古屋徳洲会総合病院の

紹介率、逆紹介率の実績でございますが、令和 4 年度の全体の率は紹介率 55.8％、

逆紹介率 64.5％ということで、要件①②③のいずれも満たしておりません。ただし、

令和 4 年度は、新型コロナウイルス感染症患者が急増し発熱外来の患者を診療検査

医療機関として多く受け入れられました。その発熱外来の患者を除きますと、紹介

率 77.0％、逆紹介率 89.1％と要件②は充足していることになります。また、令和 3

年度全体でも紹介率 57.0％、逆紹介率 72.3％と要件③を充足しておりました。な

お、令和 3 年度は、他の要件を満たしておりませんでしたが、令和 4 年度は他の要

件をすべて充足しておりまして、事務局において、書類審査及び現地調査により確

認済みでございます。 

この点について、例外的に認めることとしてよいか、御審議いただきたく存じま

すが、（3）事務局の意見といたしまして、名古屋徳洲会総合病院の紹介率、逆紹介

率については、令和 3 年度において要件を充足している点、令和 4 年度は未充足で

あった研修実施等の他の要件を充足したが、発熱外来患者が増加し、紹介率、逆紹

介率が未充足となってしまった点を考慮いたしまして、病院の申請のとおり発熱外

来の患者を除外し、紹介率、逆紹介率を算出することを、例外的に認めることはや

むを得ないと考えております。説明は以上でございます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

（加藤部会長） 

ありがとうございました。 

これは、（2）のところにあるように、紹介率、逆紹介率が満たしているかどうか

という話で、令和 3 年度のコロナの流行る前、その時は紹介率、逆紹介率を満たし

ているのですが、令和 4 年度で、紹介率、逆紹介率を計算すると分母に初診患者の
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数があるわけですね。そこにコロナの患者さんが来ると、分母が増えるものですか

ら、当然そうすると分子の紹介患者の数とか逆紹介患者の数が一緒であった場合は、

割合が少なくなるということで要件を満たさなくなってしまうということです。な

ので、コロナのような特別な時期でもってこういう数字が出たと言うことだという

ように理解をしていただきたいと思います。 

もう 1 つ重要なことは、この医療機関が地域医療支援病院になることについては

その地域で認められたかどうかということです。 

この資料 2 の 1 番上の方ですね圏域保健医療福祉推進会議という囲みがあって、

そこに尾張北部圏域保健医療福祉推進会議、この地域のいろいろな医療機関の先生

方や医師会の先生方が集まって、この件を審議して御了解をいただいているという

ことです。この地域の中で承認を得られているということは一つの重要な情報とし

てお伝えをしたいと思います。 

そういったことも踏まえた上で、名古屋徳洲会総合病院が地域医療支援病院にな

って良いかどうかということをお諮りするというものであります。 

これは非常に重要な問題でありますが、事務局から説明したような内容で、この

コロナという特別な状況で、こういった紹介率、逆紹介率の数字が要件を満たさな

くなったということですが、それも含めた上で、その地域の医療機関の集合体であ

る推進会議で承認を得られたということでありますので、これを承認するというこ

とでも良いのかなというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

承認することに関して問題だというような御意見があれば、挙手をお願いします。 

 

（笠井委員） 

質問ですが、これは単年度の実績で判定してよろしいかということと、2つ目は今 

後もこういった感染症が流行する可能性は十分あって、今後もこういったコロナの

場合はそれを外すという前例を今後も踏襲するのでしょうか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 関谷課長補佐） 

紹介率、逆紹介率の判定は、承認要件の囲みの中に書かせていただいたように、

紹介患者の数、初診患者の数、逆紹介患者の数は申請を行う年度の前年度の数をい

うということで、申請年度の前年度の数字の単年度で判断しております。 

また、今後もどのような取り扱いするのかという御質問でございますが、もうす

でに承認をされている地域医療支援病院は 29 病院ございますが、紹介率、逆紹介率

について毎年度、報告をいただいております。この報告の時も、すでに承認要件に

合致しているかどうかというのは、確認しているところでございます。コロナ禍の

令和 2 年度から令和 4 年度までの数字については、すでに承認された地域医療支援

病院はコロナ患者の数を抜いてもよいという通知が国から出ておりまして、コロナ

禍において、令和 2 年度から令和 4 年度のコロナの時については、その取り扱いを

させていただきました。 
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今後につきましては、今回の件について、厚生労働省に意見照会しましたところ、

医療審議会の意見を聞いて、個別で判断してくださいということでございましたの

で、今回挙げさせていただいているところでございます。今後についても、医療審

議会 5 事業等推進部会の御意見を参考に審議させていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いいたします。以上です。 

 

（加藤部会長） 

要はコロナ感染症に関係する患者を抜いた上で紹介率、逆紹介率を計算してもよ

ろしいということを厚労省が言ったということですね。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 関谷課長補佐） 

はい。すでに承認されている地域医療支援病院で、令和 2 年度から令和 4 年度の

定期報告については抜いても良いということです。 

 

（加藤部会長） 

すでに承認されているところというわけですね。 

では、新たに承認するところに関してはそういうことではなく、医療審議会の意

見を聞いて判断してくださいというと言っているということであります。 

これもまた今日初めて出席される委員に関しては、いきなり重い決断を強いられ

る話になってしまうかもしれませんが、重要なことは、先ほど私が申し上げました、

この資料 2－1 の上の尾張北部県圏域保健医療福祉推進会議、いわゆるその地域の医

療機関の先生方が集まった推進会議があり、その中で、その地域にいる先生たちに

名古屋徳洲会総合病院が、地域医療支援病院になるということに関しては御了解を

いただいたということであります。私は会議の会長である春日井市の医師会長に確

認して、特に問題ないというお話は伺っておりますので、そういったことも踏まえ

た上で、御承認を皆さんいただけるかどうかということなのですが、いかがでしょ

う。 

承認するという方向で私は今、話をしてしまいましたが、反対の意見がありまし

たらお願いします。 

 

（岩田委員） 

今の笠井先生の質問の追加なのですが、コロナ患者を外すというのは良いのでし

ょうか。今後も外すのですか。 

定期報告時に令和 5 年度 6 年度以降もコロナ患者は結構たくさん入院されている

ので、外すか外さないかというのはどういう基準で判断されているのでしょうか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 関谷課長補佐） 

国からは、コロナ患者を抜いてもよいといった新型コロナウイルス感染症患者の
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影響で紹介率、逆紹介率を一時的に満たさなくてもよいという規定は、既に 5 類移

行とともに廃止されましたので、今後は、この定期報告おいて、紹介率、逆紹介率

については、きちんと条件どおり見させていただく必要がございます。 

ただし、一時的に満たさないことについては、計画を提出していただいた上で、

例外的に認める措置がございますので、満たさなくなったということで、すぐさま

承認取り消しということではございません。 

以上です。 

 

（岩田委員） 

ありがとうございます。 

 

（加藤部会長） 

会場にいる委員の先生方も承認ということでよろしいですか。反対の御意見はな

いですね。 

ウェブの参加の委員の先生方も承認ということでよろしいですか。 

 

ありがとうございます。皆さんうなずいていただけたということで、御承認をい

ただいたというふうに理解をいたします。 

この件に関しましては、地域医療支援病院と名称承認について名古屋徳洲会総合

病院を認めるということで御了解をいただきました。 

では続いて、「議題 3 愛知県地域保健医療計画の見直しについて」であります。 

事務局から説明をお願いします。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 後藤担当課長） 

医務課担当課長の後藤です。私の方から説明させていただきます。 

その前に申し訳ございません。議題 1 でありました、ドクターヘリの関係で、少

し事務局の方から説明が不足してたと思いますので、補足して説明させていただき

ます。 

資料 1－1 の右側、「2 機の役割分担について」でございます。（1）のところでご

ざいますが、先ほど議論の中で少し出ました試行期間でございます。事務局として

は 1 年間程度ということで考えております。ただ、これにつきましては 1 年間程度

の試行期間の実績を踏まえて、その後行われます救急医療協議会ですとか、5 事業

部会の方に、その結果を諮らせていただくということでございまして、その間につ

いてですが、試行期間の検証の後にその結果が出るまで、2 機体制のヘリを一旦一

機止めるというわけには参らないと現時点で私どもは考えております。最終的に 1

年間程度の検証が終わって、救急医療協議会ですとかこの 5 事業部会にかけるまで

の間については、暫定的にその試行期間が延長するというような形で 2 機体制につ

いては、運用していくということで、現時点事務局としては考えておりますので、
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その点について細かい話ではございますけども、御理解御了承いただきたいと思い

ます。 

 

（加藤部会長） 

簡単に言えば、1年よりも少し延びることはあるよということですか。 

あと、せっかくですが、その検証体制については、「4 検証体制について」でメ

ンバーが載っていますけども、これの承認は次の 5 事業等推進部会で最終的な結論

を決定すると。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 後藤担当課長） 

はい。議題とする予定と考えております。 

 

（加藤部会長） 

今の検証体制の案ということですね。わかりました。 

では、資料 3 に戻って説明をお願いします。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 後藤担当課長） 

資料 3－1をお願いします。 

まず資料 3－1の左側でございます。 

「1 国の医療計画作成指針等」でございます。 

1 行目、医療提供体制の確保に関する基本方針の一部改正、2行目、医療計画策定

指針の全面改正が令和 5年の 3月に行われたところでございます。 

これを受けまして愛知県地域保健医療計画につきましても見直しまして、計画期

間を令和 6 年度から令和 11 年度の 6 年間とする新たな計画を策定することとして

おります。 

国の指針等の改正のポイントでございます。 

（1）救急医療から（6）在宅医療まで、それぞれ国の方でポイントが示されており、

それをまとめたものでございますが、説明の方は省略させていただきます。 

おめくりいただきまして、「2 スケジュール」でございます。 

各分野それぞれの会議において具体的な議論を行った上で、パブリックコメント、

関係団体への意見照会を実施しまして、法定の医療審議会医療体制部会及び医療審

議会に諮り、今年度中の計画の完成を目指しているところでございます。5 事業等

推進部会につきましては真ん中に記載しております。9 月のところを見ていただき

ますと、今回が第 1 回の 5 事業等推進部会となっております。それ以前に、右側の

ところでございますが、先ほど少し出てきました、救急医療協議会などの各協議会

を開催し、案を作っているところでございます。10 月に医療体制部会、11 月に医療

審議会を開催しまして原案の決定をいたします。12 月から 1月にかけまして、市町

村関係団体の意見照会、パブリックコメントを行います。この時期に 5 事業等推進
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部会の第 2 回を開催予定でございます。その後、2月、3月にかけまして医療体制部

会、医療審議会の答申を経て計画の完成予定となっております。 

右側 3 のところでございますが、5 事業部会等推進部会における審議項目につい

ては記載のとおりでございます。 

おめくりいただきまして、資料 3－2でございます。現行計画に掲げました目標値

の評価でございます。 

まず 3 節、地域医療支援病院の整備につきましては、その右が目標値でございま

す。2 次医療圏に 1 ヶ所以上としております。達成状況につきましては右から 2 列

目でございます。令和 5 年 4 月現在で 10 医療圏で 29 病院、未整備につきましては

1医療圏となっております。 

第 3 章救急医療対策でございます。目標値につきましては救命救急センターの整

備として二次医療圏に原則として複数設置。達成状況でございますが、24 カ所であ

り、複数設置済みは 2 次医療圏 7 医療圏、複数設置でない 2 次医療圏は 4 医療圏で

ございます。 

第 4 章災害医療対策でございます。目標値につきましては、災害拠点病院及び災

害拠点精神科病院以外の病院における業務継続計画の策定率 80％としております。 

達成状況でございますが、令和 4年度で 58.7％となっております。 

第5章周産期医療対策でございます。目標値につきましてはＮＩＣＵの整備が190

床でございます。達成状況は 187 床です。 

へき地保健医療対策でございます。代診医等派遣要請に係る充足率につきまして、

目標値 100％に対しまして、達成状況は令和 4 年度で 98.1％です。それから、へき

地医療拠点病院の中で主要 3 事業の年間実績が合算で 12 回以上の医療機関の割合

が目標値 100％に対しまして、達成状況は 33％となっております。 

おめくりいただきまして、第 6 章第 1 節、小児医療対策についてであります。目

標値につきましては小児集中治療室の整備、26 床以上に対しまして、令和 5年 4月

1日現在で達成状況は 22 床となっております。 

第 8 章在宅医療対策については目標値が多く設定してございますが、1 番上、訪

問診療を実施してる診療所病院については目標値 2,070 施設に対しまして、達成状

況は 1,425 施設、在宅療養支援診療所、病院につきましては目標値 1,007 施設に対

しまして達成状況は 904 施設、2 つ飛ばしまして、24 時間体制をとっている訪問看

護ステーションについては目標値 737 施設に対しまして、達成状況は 878 施設、1

つ飛ばしまして、訪問歯科診療を実施している歯科診療所については目標値 1,666

施設に対しまして、達成状況は 1,376 施設、もう 1 つ飛ばしまして訪問薬剤管理指

導を実施してる事業所については目標値3,857施設に対しまして、達成状況は3,431

施設となっております。 

次におめくりいただきまして、資料 3－3でございます。次期愛知県地域保健医療

計画（試案）についてでございます。 

一番上、地域医療支援病院の整備についてでございます。現行計画の主な見直し
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点、課題等についてでございますが、感染症法により地域医療支援病院に対しまし

て、感染症の発生・まん延時に担うべき医療の提供が義務づけられたため、地域医

療支援病院は流行初期以降に医療の提供を担う機能が求められることを記述してお

ります。一番右側の列でございますが目標値の案でございます。現行計画の目標に

加え以下の目標を追加したいと思います。感染症発生・まん延時等に医療措置協定

に基づき病床を確保し医療を提供する病院の割合、これを 100％としたいと思って

おります。 

第 3 章救急医療対策でございます。現行計画から主な見直し点課題等でございま

すが、2 つ目の白丸、医療機関で働く救命救急士においても業務の質を担保する仕

組みが必要となること。ドクターヘリにつきまして県域を越えた応需体制を検討す

る必要があること。その下、心肺蘇生を望まない傷病者への対応について、県内の

全消防本部において対応方針が定められていることなどでございます。一番右側の

目標値の案でございますが、重症者の救急搬送のうち受入照会回数が 4 回以上のも

のの割合、令和 3 年の状況でいくと 0.6％、これは全国的にも低い数字であります

が、これを維持するという目標値を設定しております。 

第 4 章災害医療対策の現行計画の主な見直し点、課題等でございます。2 つ目の

白丸、災害時に拠点となる病院、それ以外の病院においても、被災後、早期に診療

機能を回復できるようＢＣＰの整備に努めるとともに、自家発電機の整備や燃料の

備蓄等を含めた必要な防災対策を推進し、その機能や地域における役割に応じた医

療の提供を行う体制の構築をする必要がある。一番下でございますが、すべての病

院がＥＭＩＳに参加登録し、自施設の情報と、自らの被災情報を発信できる体制を

構築する。 

電子的に入力するシステムがございますので、そういったところに登録いたしま

して、自分の施設の情報を入力する体制をしっかり構築するということを記載して

ございます。目標値（案）でございますが、3つ目標値を設定しております。災害拠

点病院及び災害拠点精神科以外の病院における業務継続計画の策定率を 80％とす

る。ＥＭＩＳ操作を含む研修・訓練を実施している病院の割合を 100％とする。同じ

くＥＭＩＳの操作担当者の指定をしている病院の割合を 100％とする。以上でござ

います。 

続きまして第 5 章へき地保健医療対策でございます。現行計画の主な見直しにつ

いてでございますが 3 つ目、無歯科医地区における歯科保健医療提供体制の確保に

向けて、対応を検討していくことを記述しております。その下、新興感染症の発生・

まん延時にも適切なへき地医療提供体制が確保できるよう、備えていく必要がある

ということを記載してございます。目標値が案でございますが、1つ目、代診医等派

遣要請に係る充足率 100％、へき地医療拠点病院の中で主要 3 事業の年間実績が合

算で 12 回以上の医療機関の割合を 100％とすることとしております。 

一番下第 6 章周産期医療対策でございます。3 つ目の白丸、新興感染症の発生・

まん延への対策を追記しております。目標値（案）でございますが、ＮＩＣＵの整
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備を 187 床、これを維持することという目標値にしてございます。 

おめくりいただきまして、第 7 章の小児医療対策、小児救急医療対策でございま

す。現行計画からの主な見直し点、課題等についてでございますが、小児救急電話

相談事業の適切な体制の確保を追記してございます。目標値（案）でございますが、

小児集中治療室の整備ということで 25 床以上を整備することを目標としておりま

す。 

第 9 章在宅医療体制でございます。これにつきまして「下記の点について記載」

の 1 つ目、県栄養士会で実施しております栄養ケアステーションに関することを記

載しております。それから黒ポツの 4 つ目、在宅医療において積極的役割を担う医

療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点に関する検討を進めることを追加で記

載しております。目標値（案）でございますが、現行計画の記載の 11 項目に加えま

して、訪問診療を受けた患者数と看取り数を追加してございます。 

第 10 章保健医療従事者の確保対策の 4 看護職員でございます。現行計画からの

主な見直し点の一番上、医療の高度化や在宅医療の推進など多様化するニーズに対

応するため、より一層看護職員を確保する必要がある。2つ目の白丸、求人登録者は

増えているものの、求職者数は減少しているため、引き続きナースセンターによる

再就業の促進を図っていく必要がある。 

それから、5 理学療法士、作業療法士、その他の項目でございます。2つ目の白

丸でございますが、理学療法士及び作業療法士は人口の高齢化の進展に伴い、今後

ますます需要が多くなることから、質的、量的な充実を求められているということ

が主な見直し点、課題等でございます。 

資料 3－4につきましては、愛知県地域保健医療計画の試案について、5事業等の

関係部分を抜粋したものとなっております。 

よろしく御審議の方よろしくお願いいたします。 

 

（加藤部会長） 

事務局から今いろいろと説明がありました。 

これは、非常に膨大な量の資料でありまして、あらかじめ先生方はお目を通して

いただけているものかなとは思いますが、いかがでしょうか。御意見、御質問等ご

ざいましたらお伺いしたいと思います。 

ウェブ参加の委員の先生方もよろしいでしょうか。御質問ありませんか。 

 

（森本委員） 

細かいところですけれども、資料 3－3 の第 4 章の災害医療対策のところの目標

値のところで、3 つ目の丸でＥＭＩＳを操作担当者の指定をしている病院の割合

100％とあるんですけれども、市町村だとこのＥＭＩＳはなるべくたくさんの人を職

員でやった方がいいということで動いているんですけれども、この病院とかだと操

作担当者を指定した方がいいということなんでしょうかね。 
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あと、私たちはもうＥＭＩＳはとにかく災害の時だからみんなが触われなきゃい

けないっていうところで、異動してきた職員は全員触れるようにしているぐらいで

やっているんですけれども、そのあたりを教えてください。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 青井課長補佐） 

こちらは、いざというときに誰が入力するかがはっきり分かったほうがよいとい

うのが一つの理由です。それが複数の方に示されているというのももちろん結構な

ことだと思いますので、誰でも使えるというのも非常によいことだと考えておりま

す。 

 

（加藤部会長） 

他に御質問等よろしいでしょうか。 

では、この「愛知県地域医療保健医療計画の見直し」については、この資料のと

おりで、ご承認をいただいたということで御異議ありませんか。よろしいですか。 

 

ありがとうございました。御承認をいただきました。 

それでは、事務局は本日の意見を基にして計画の作成を進めていくようにお願い

いたします。 

以上で本日の議題はすべて終了いたしました。何か追加の御意見等ありますでし

ょうか。なければ最後、事務局から何かありますか。 

 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 浅井課長補佐） 

本日の会議録でございます。会議冒頭で部会長から、議事録署名人に山下委員を

御指名いただきましたけれども、山下委員は途中で退席していた時間帯がございま

した。事務局としては、他の委員の方に御署名いただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

 

（加藤部会長） 

どなたを指名すればよいですか。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 浅井課長補佐） 

特に御指名いただく順番等があるわけではございませんけれども、事務局としま

しては、愛知県町村会の森本委員にお願いできればと思います。 

 

（加藤部会長） 

森本委員よろしいですか。 
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（森本委員） 

はい。 

 

（加藤部会長） 

では、御了解いただきましたので、森本委員、よろしくお願いいたします。 

 

（愛知県保健医療局健康医務部医務課 浅井課長補佐） 

ありがとうございます。 

議事録の署名人の方に御署名をいただく前に、発言者の方に、発言内容を御確認

いただくことにしております。事務局の方から御依頼をさせていただきますので、

御協力いただきますようによろしくお願いいたします。 

 

（加藤部会長） 

それでは、本日の医療審議会 5 事業等推進部はこれで終了といたします。どうも

長時間にわたりありがとうございました。 

 

 

 

 

 


